
 

 

自主防災会への補助金制度の手続きガイド 

市から自主防災会への補助金は、次の2種類があります。 

各自主防災会は両方の補助金を申請することができます。 

 

申請期限┃2026年６月30日（火）まで 

補助対象┃自主防災会  

補助金額┃運営補助金 ：自主防災会の世帯数×130円 

 ┃資機材補助金：対象資機材の1/2又は1/3補助（上限有） 

（対象資機材例）非常食（保存期限３年以上）飲料（保
存期限３年以上）、消火器、可搬ポンプ、携帯トイレ、
簡易トイレ等 ※P８ 対象資機材一覧 参考 

 

交付時期┃運営補助金   ６月から10月まで 

    ┃資機材補助金 12月から年度末まで 

どちらの交付金も提出時期によって、交付日が変更 
する場合があります。 

 

提出方法┃持ち込み、防災指導員経由、地域自治課経由、郵便、メー
ル便、電子メール（Word、Excel、PDF形式で提出） 

提 出 先┃御幸町16-1 庁舎５階 危機管理課 

┃メールアドレス：kikikanri@city.numazu.lg.jp 

名  称 内  容 記載ページ 

運営補助金 自主防災会の活動経費の補助 Ｐ1～5 

資機材補助金 
定められた防災資機材の購入費の一

部を補助 
Ｐ6～11 

単位自治会 令和８年度  
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<申請書類について> 

・自主防災会長の名前で申請してください。 

・申請書等の提出文書への押印は不要です。 

・書類の訂正は、二重線で消したうえ､余白に書き直してください。 

・修正可能な「消せるボールペン」や「鉛筆」で記入しないでください。 

・申請書一式は、本年度配布されたもの、または令和８年４月22日（水）以降に市のホームページ

からダウンロードされたものを必ず使用してください。※旧書式での申請はできません。 

 

<領収書について> 

運営補助金及び資機材補助金について支出したものについては、領収書等を保存しておい

てください。支出に関して不明な点がありましたら監査を行う場合があります。 

普及会の見積もりに関しては、添付していませんが、必要な場合はお問い合わせください 



 

 

 「運営補助金」 
  
（１）概要 
  
補 助 申 請 額 | 世帯数×130円   
  

対 象 | 自主防災組織の活動や運営に必要な経費 
  

申 請 期 限 | ～2026年6月30日    ※ 期日厳守！ 
  

対 象 実 施 期 間 |  2026年4月1日～2027年3月7日（津波避難訓練実施日まで） 

 

実 績 報 告 期 限 | ～2027年3月15日    ※ 期日厳守！ 

（２）交付申請の流れ 

 

計画する 

3～4月 

自主防災組織 危機管理課 

（1）申請書類作成 【申請期限：６月３０日（火）】 

・自主防災組織の年間活動計画を立てる 

（2）交付決定通知の受取 

（4）補助金の使用 

（3）補助金を受取 

②決算書・活動報告書（R７） 

交付決定通知書 

③活動計画書・収支予算書（R８） 

④任務分担表 

⑤保有資機材一覧表 

⑥補助金前金払請求書 

申請書等の受領 

 

申請書を基に審査 

交付決定 

申請する 

4～6月 

交付決定 

6月下旬 

提出 

通知 

入金 活動する 

～３月上旬 

①補助金交付申請書   

⑦事業実績報告書 

⑧補助金振込口座報告書 

危機管理課 
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②決算書・活動報告書（R８） 

（5）実績報告書作成 【申請期限：３月15日（月）】 

 ②決算書・活動報告書（R８） 

 
提出 報告書の受け取り 

補助金額確定 通知 

（6）確定通知を受け取り 

確定通知書 

交付確定 

３月下旬 

 ②の様式は 

交付決定通知に同封 

書式の変更及び 

提出時期を変更 

申請書類（①～⑧）は沼津市ホームページからダウンロード可能です。詳しくはP17を参考 
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    「資機材補助金」（単位自治会） 
  
（１）概要 
 
補 助 限 度 額 | 区分により限度額が変わります。 

 

 区分１  １５万円    （対象）防災倉庫 

 区分２  ２０万円    （対象）可搬ポンプ各種 

 区分３  ※最大１０万円 （対象）初期消火用資機材 

 区分４  ※最大66,666円 （対象）その他防災資機材 

 

※区分３と区分４は整備費の限度額が合わせて２０万円であり、区分３は補助率が１/２ 

で区分４は補助率が１/３のため、補助金限度額が変動する。 

 例）区分３が整備費２０万円の場合＝補助金１０万円 

   区分４が整備費２０万円の場合＝補助金66,666円 

   区分３が整備費１２万円、区分４が整備費８万円の場合＝補助金86,666円 
 

対 象 品 目 | 「P８．補助対象資機材一覧表」に記載された防災資機材 

           表中にない資機材の購入を検討している場合は、事前（申請前）に

ご連絡ください。 
 

申 請 期 限 | ～2026年６月30日    ※期日厳守！ 
 

購 入 期 間 | 交付決定通知書の日付～2026年１月29日まで（領収書の日付） 
 

実 績 報 告 期 限| ～2027年１月29日    ※期日厳守！ 

 

（２）注意事項 
 
●申請の手順 

資機材を発注、購入する前に必ず申請を行ってください。申請前に発注、購入してしまった資

機材については、補助を受けることができません。 

 

⚫ 補助申請額の1円未満の端数について 

補助金額の合計金額が割り切れないときは、小数点以下を切り捨ててください。 

（例：33,333.33…円の場合33,333円と申請する。） 

 

⚫ 申請後の金額変更について 

 申請後、金額が増額した場合は、再度、見積りを取っていただき申請が必要となります。 
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（３）交付申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者 

計画する 

自主防災組織 危機管理課 

（1）購入資機材の検討・見積書発行依頼 

（3）交付決定通知の受取 

（5）支払い・領収書の受取 

（4）資機材の発注・受取 

（7）確定通知・補助金の受取 

交付決定通知書 

⑨資機材等整備計画書 

領収書の写し 

納品書の写し 

防災倉庫完成写真 

申請書等の受領 

 

・申請書を基に審査 

・交付決定 

確定通知書 

審査・補助金交付 

※ 発注は（３）交付決定通知の後に

お願いします。 

申請する 

 

交付決定 

報告する 

通知 

提出 

 

実施する 

（2）申請書作成 【申請期限：６月３０日（火）】 

依頼 

発行 

発注 

発行 

支払 

（6）実績報告書の作成 【提出期限：１月２９日（金）】 

 納品・請求 

通知・入金 

見積書作成 

受注・納品 

請求書作成 

納品書作成 

領収書作成 

交付確定 

交
付
決
定
後 

 
 

 
 

～
１
月 

業
者
へ
の
支
払
い
後 

 
 

 
 

 

～
１
月 

 

⑩確認書 

⑪事業実績報告書 

⑫補助金支払い請求書 

←防災倉庫を購入した場

合に必要となる書類 

防災倉庫位置図 

土地所有者証明書類 

防災倉庫を購

入する場合に

必要書類 

普及会で購入

した資機材は

提出の必要は

ありません 
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提出 



 

 

 

（４）対象資機材一覧 

 
〇 区分１ 補助率１/２ 補助最大１５万円 

   

・防災倉庫 
  

〇 区分２ 補助率１/３ 補助最大２０万円 
   

・可搬ポンプ各種（本体のみ） 

  

〇 区分３ 補助率１/２ 補助最大１０万円 

   

・初期消火用資機材 
  消火器（各種） 消火器格納箱 消火ホース（各種） 消火ホース格納箱 
  ホース異径接続用媒金具 
 
 〇 区分４ 補助率１/３ 補助最大66,666円 ※区分３の金額により変動 

 
・救助用資機材 
 バール 鉄線はさみ 大ハンマー 一輪車 チェーンソー ヘルメット 
 
・救護用資機材 

  救急セット 交換薬品セット 担架 リヤカー 
 
  ・情報伝達用資機材 
  電池メガホン（ハンドマイク） 無線機 
 
  ・初期消火用資機材 
  管鎗（各種） 消火栓ハンドル 消火栓・貯水槽蓋上げ 可搬ポンプ台車 
  可搬ポンプ用吸管 
  
  ・避難生活用資機材 
  非常用食料（保存期限３年以上のもの）、飲料（保存期限３年以上のもの）、

携帯トイレ、発電機（各種） 投光器 コードリール テント  
ビニールシート ろ水機 受水槽 標旗 腕章 簡易トイレ 毛布 
炊き出しかまど 間仕切りマット 

 
 
※ 補助対象になるか不明確な場合は、事前に危機管理課までお問い合わせく
ださい。 
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自主防災会資機材等整備費補助金の計算書について 

市へ補助金申請の際、消防機器普及会加入業者（以下「普及会」という。）から資機材を購入する場合、見積

書の提出は不要です。 

１   参考価格表の記載は、普及会から資機材を購入する場合の価格です。  

普及会で事業を実施する場合には見積書は不要です。  

普及会以外から資機材を購入するときは必ず見積書を添付して下さい。  

２  計算書に記入するときは鉛筆を使用して下さい。 

３  資機材によっては種類が多数あるので、参考価格表に提示した規格以外の種類の希望（例：計画書のバールは

1.8mだが1mのものがほしい）があれば、普及会業者へ直接連絡して見積書を取り寄せて下さい。 

４  参考価格表中の単価はすべて消費税込みです。最新の参考価格表を参照してください。 

   なお、この参考価格表中の資機材については、市から普及会へ送付し発注しますので、各

自主防災会から注文する必要はありません。 

補助金について不明な点がありましたら、危機管理課までご連絡下さい。 

令和８年度 沼津市消防機器普及会加入業者 

会 員 名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

旭産業㈱ 

沼津営業所 
410-0048 沼津市新宿町３－３ (055)921-2366 

大沢消防機材㈱ 410-0836 沼津市吉田町２４－１８ (055)931-0747 

ニッセー防災(㈱ 

沼津営業所 
410-0861 沼津市真砂町１７－１ (055)962-8369 

㈲東海消防機材商会 410-0866 沼津市市道町１８－２ (055)963-1038 

㈱畠山ポンプ製作所 410-0865 沼津市東間門２－１－５ (055)962-1838 

㈱平和防災産業 410-0004 沼津市本田町１－３８ (055)921-1031 

佐々木商店 410-3402 沼津市戸田８９３－５ (0558)94-2255 
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 よくある質問（Q＆A） 
 

Q：申請期限までに申請できない場合はどうしたらいいか？ 

A：期限に間に合うように申請してください。期日までの申請ができない場合、補助金の振り込みが

遅くなります。また、提出時期により補助金が交付できない場合がありますのでご注意ください。 

  書類の訂正が生じた場合も同様です。不明な点は危機管理課までお問合せください。 

 

Q：書類をパソコンで入力して作成したいのですが、データはありますか？ 

A：補助金交付申請書など申請に必要な書類は、沼津市ホームページからダウンロードすることがで

きます。データを使用する場合は最新のものをダウンロードしてください。 

 

Q：持ち込み書類を提出する際に、持ち物はありますか？ 

A：交付申請の流れに記載されている関係書類一式と、修正が必要な場合にその場で対応できるよう

に、通帳をお持ちください。 

 

Q：資機材の修理に補助金は出るのか？  

A：出ません。修理以外にも防災倉庫の移設、解体、修繕、消火器の詰め替え・処分、オイル・燃料

等は対象となっていません。 

 

Q：資機材のインターネットでの購入は可能か。 

A：可能な場合もあります。条件として、申請時に見積書、実績報告時に納品書、領収書の提出がで

きない場合は、交付決定及び補助金の振り込みができませんので注意してください。 

 

Q：補助金を利用して資機材を購入しようと考えていますが、購入の際、自分が持っているポイント

カードにポイントを貯めてもいいですか？ 

A：購入時にポイントが付く場合がありますが、その場合は、見積額からポイント分を差し引いた値

段で申請を行っていただきます。 

 

Q：運営補助金、資機材補助金の振り込みはいつ頃になるのか？  

A：期限内に申請のあった運営補助金に関しては10月の総合防災訓練までには振り込まれるように処

理する予定です。資機材補助金は12月から年度末までには振り込まれるように処理する予定です。 
 

Q：対象資機材一覧表に記入のない資機材に補助金は出るのか？  

A：記入のない資機材は基本的には補助金対象ではありませんが、危機管理課へ問い合わせていただ

ければ検討します。 
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申請書のダウンロードの仕方 

ここまで下げて

ここを全部ダウンロ

ードして 記入使用
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単位自主防災会用 

危機管理課 

届出・証明 市民の皆さんへ 市民の皆さんへ 市民の皆さんへ 

申請書ダウンロード 

申請書一覧 



 

 

 不明な点は、事前に危機管理課までお気軽にお問合せください。 

資機材整備等事業の活用例 

ローリングストック 

沼津市 危機管理課 防災地震係（市役所庁舎５階） 

〒410ｰ0832 沼津市御幸町１６－１ 

TEL：055-943-4803（直通）/ FAX：055-934-0027 

E-mail：kikikanri@city.numazu.lg.jp 

ローリングストックとは？ 

日常生活で備蓄を使用し、常に新しいものに入れ替えること 

備える 

期限が近いもの配布して 

備蓄品を使用する 

使った分を買い足す 


